
T O P I C S
市県民税申告・所得税の確定申告は、自宅で
問市県民税／市民税課☎（082）420-0910　所得税／西条税務署　個人課税第一部門☎（082）422-2459（直通）

入
場
で
き
る
人
数
を
制
限
し
ま
す
。

　
ま
た
、
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
や
風

邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
な
ど
、
感
染
防

止
の
観
点
か
ら
適
切
で
な
い
と
判
断
し

た
と
き
に
は
、
入
場
を
お
断
り
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、

・
少
人
数
で
の
来
場

・�

マ
ス
ク
の
着
用
や
検
温
、
ア
ル
コ
ー

ル
消
毒
な
ど

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※�

状
況
に
よ
り
時
間
を
ず
ら
し
て
再
来

場
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告
会
場
・
日
程

受�

付
時
間
／

　
い
ず
れ
も
９
時
30
分
～
15
時
30
分

※�
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

に
よ
っ
て
は
、
開
催
を
中
止
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

※�

駐
車
場
や
周
辺
道
路
は
、
例
年
以
上

に
混
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

※�

会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
付
終

了
時
間
を
繰
り
上
げ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※�

申
告
会
場
の
受
付
状
況
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
は

ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
ま
た
は
郵
送
で

　
感
染
症
対
策
の
た
め
、
自
宅
か
ら
申

告
で
き
る
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
れ

ば
、
税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、
簡

単
・
便
利
に
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
は
、
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
で

送
信
す
る
か
、
印
刷
し
て
郵
送
な
ど
で

提
出
で
き
ま
す
。

所
得
税
の
申
告
会
場
に
つ
い
て

日
１
月
30
日
㈪
～
３
月
15
日
㈬

　
受
付
／
８
時
30
分
～
16
時

　
相
談
／
９
時
～
17
時

　
　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

場
西
条
税
務
署

　
確
定
申
告
会
場
へ
来
場
す
る
場
合
は
、

混
雑
緩
和
の
た
め
、
入
場
時
間
枠
が
指

定
さ
れ
た
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で

す
。
こ
の
「
入
場
整
理
券
」
は
会
場
入

口
で
当
日
配
付
し
ま
す
が
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
事
前
に
発
行
可
能
で
す
。
配
付
状

況
に
応
じ
て
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
特
集
」
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
西
条
税
務
署
個
人
課

税
第
一
部
門
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
提
出
は
原
則
郵
送
で

　
多
く
の
人
が
申
告
相
談
会
場
に
集
ま

る
こ
と
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
ま
す
。
皆
さ

ん
の
安
全
の
た
め
、
会
場
へ
の
来
場
を

控
え
、
郵
送
で
申
告
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
書
送
付
時
期
／
２
月
上
旬
予
定

対�

令
和
４
年
度
の
市
県
民
税
申
告
を
し
、

令
和
５
年
度
の
申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
人

※�

申
告
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※�

早
め
に
申
告
書
を
作
成
し
た
い
場
合

や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
な
い
場
合
は
、
市
民
税

課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提�

出
方
法
／
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送

※�

記
入
方
法
は
、
申
告
書
送
付
の
際
に

同
封
す
る
書
き
方
チ
ラ
シ
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

申
告
内
容
に
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

は
、
確
認
の
た
め
に
連
絡
し
ま
す
の

で
、
必
ず
電
話
番
号
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
相
談
会
の
感
染
症
対
策
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

感
染
症
対
策
と
し
て
相
談
会
場
の

「
密
集
」
を
回
避
す
る
た
め
、
会
場
に

日 地域 場　所 日 地域 場　所
２月16日㈭ 福富 湖畔の里福富多目的ホール ３月３日㈮ 黒瀬 黒瀬生涯学習センター
２月17日㈮ 福富 湖畔の里福富多目的ホール ３月６日㈪ 西条 消防局２階講堂
２月20日㈪ 西条 消防局２階講堂 ３月７日㈫ 志和 志和堀地域センター
２月21日㈫ 八本松 八本松地域センター ３月８日㈬ 豊栄 豊栄生涯学習センター
２月22日㈬ 八本松 八本松地域センター ３月９日㈭ 安芸津 安芸津生涯学習センター
２月24日㈮ 河内 入野地域センター ３月10日㈮ 安芸津 安芸津生涯学習センター
２月27日㈪ 高屋 高屋西地域センター ３月13日㈪ 西条 消防局２階講堂
２月28日㈫ 高屋 高屋西地域センター ３月14日㈫ 河内 河内保健福祉センター
３月１日㈬ 黒瀬 黒瀬生涯学習センター ３月15日㈬ 高屋 造賀地域センター
３月２日㈭ 黒瀬 黒瀬生涯学習センター

市ホームページで検索
市県民税申告
受付状況

※西条地域は例年と会場が異なりますので、ご注意ください。
※�円滑な申告受付と待ち時間短縮のため、医療費控除を受ける人は「医療費控除の明細書」、営業・農業・不動産所得がある人は「収支内訳書」
を事前に作成し、持参してください。
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申告に必要な書類など

□ マイナンバー確認書類
（マイナンバーカードや通知カードなど） □ 国民健康保険税（料）、国民年金保険料、介護保険料、

後期高齢者医療保険料の支払金額が分かる証明書

□ 本人確認書類
（マイナンバーカードや運転免許証など） □ 保険料（生命保険、個人年金、介護医療、地震）の

控除証明書
□ 給与・報酬・年金・恩給などの源泉徴収票（原本） □ 寄附金控除を受ける人は支払金額が分かる証明書
□ 営業・農業・不動産所得のある人は収支内訳書 □ 勤労学生控除を受ける人は学生証のコピー

□ 個人年金、保険の満期（解約）一時金を受け取った人
は支払金額と経費が分かる支払証明書 □ 障害者控除を受ける人は障害者手帳などのコピー

□ 医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書 □ 本人の通帳で口座がわかるもの
（所得税が還付される人のみ）

申告フローチャート　～申告が必要か迷ったときは～
・納め過ぎた所得税の還付を受ける場合は、このフローチャートの結果にかかわらず確定申告が必要です。
・簡易に判断するためのフローチャートです。不明な場合はお問い合わせください。
・年齢は令和５年１月１日現在です。
・市県民税申告は郵送で、確定申告は e-Tax または郵送での提出をお願いします。

※１：所得証明書を必要とする人や国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入している人は申告が必要です。
※２：所得税と市県民税が源泉徴収されている場合は、申告義務がありません。
※３：税務署でのみ受け付けます。

令和５年１月１日現在、東広島市に住んでいましたか？

令
和
４
年
中
（
２
０
２
２
年
中
）
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

主に
年金収入

主に
給与収入

上記以外
の所得が
ある

年金収入のみで148万円
（65歳未満は98万円）超、
400万円以下

東広島市への申告は必要ありませ
ん。令和５年１月１日に住んでい
た市区町村で申告してください。

スタート いいえ

はい

収入なしまたは非課税収入のみ
（遺族年金、障害年金、失業給付金など）

年金収入のみで148万円（65歳未満は98万円）以下
申告不要

申告不要

申告不要（※１）

市県民税申告
（原則、郵便で提出）

市県民税申告
（原則、郵便で提出）

市県民税申告
（原則、郵便で提出）

確定申告
（e-Tax・郵便などで提出）

確定申告
（e-Tax・郵便などで提出）

確定申告
（e-Tax・郵便などで提出）

確定申告（※３）
（e-Tax・郵便などで提出）

追加する控除がない

追加する控除がある

他の所得が20万円以下

他の所得が20万円を超える

年金収入のみで400万円を超える

給与収入以外の所得が20万円以下

・２カ所以上から給与の支払いを受けた
・給与収入以外の所得が20万円を超える
・給与収入が２千万円を超える
・給与収入が103万円超で、年末調整が済んでいない
・年末調整の内容に変更がある
・医療費控除・寄附金控除を受ける

所得金額より控除が多い場合（所得税が課税されない）

所得金額より控除が少ない場合（所得税が課税される）

・年末調整が済んでいる（１カ所からの給与のみ）
・給与収入が93万円以下

青色申告・譲渡所得（土地・建物）・株式などの譲渡所得・上場株式
などの配当所得（※２）・先物取引に関する申告・山林所得・住宅借
入金等特別控除（初年度）・雑損控除に関する申告がある
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T O P I C S
令和５年度会計年度任用職員などを募集します
　職務内容や手当など、詳細な募集要項は市ホームページでご確認ください。
※申込書類を持参して提出する場合は、開庁時間（８：30～17：15）に提出してください。

職名 勤務地 専門資格・
知識など 報酬 勤務時間など 申込期限

（必着） 問い合わせ先

事
務

一般事務員 市役所 不要 月額 141,528円 週28時間45分（週５日） ２月６日㈪
17：00 職員課 ☎（082）

420-0909

地域センター事務職員 各地域センター 不要 月額 141,528円 週28時間45分（週５日） ２月８日㈬
17：00

地域づくり
推進課

☎（082）
420-0924

教
育

中学校講師 各公立中学校 要 月額 146,495円 週28時間45分（週５日）

２月10日㈮

学事課 ☎（082）
420-0975

小学校養護講師 各公立小学校 要 月額 197,451円 週38時間45分（週５日）

看護師 各公立小学校 要 月額 197,451円 週38時間45分（週５日）

看護師（代替） 各公立小学校 要 時給 1,212円 １日７時間45分（年休などの代替）

教科等指導支援員 各公立小・中学校 要 月額 147,768円 週29時間（週５日）

指導課 ☎（082）
420-0976

学校教育支援員 各公立小・中学校 不要 月額 130,888円 週29時間（週５日）

教育補助員 各公立小・中学校 不要 お問い合わせください 週35時間（週５日）（夏季休業中は登校日等のみ）

部活動指導員 各公立中学校 要 時給 1,212円 １日２～３時間程度（週５日以内）

学校司書 各公立小・中学校 要 時給 1,074円 年860時間（１日４時間程度）

心のサポーター 各公立小・中学校 要 時給 1,212円 １日４時間程度（週２～３日）

コミュニティ・スクール
推進員 各公立小・中学校 不要 月額 121,429円 週28時間45分（週５日）

フレンドスペース指導員 黒瀬フレンドスペース 要 月額 61,145円 週12時間（週２日）

子
育
て

地域子育て支援センター
相談員（代替）

豊栄子育て支援センター
すまいる　ほか 要 時給 1,074円 年20日程度 ２月17日㈮

17：00
こども家庭課 ☎（082）

420-0407地域子育て支援センター
相談員

豊栄子育て支援センター
すまいる　ほか 要 月額 129,759円 週28時間45分（週５日） ２月17日㈮

17：00

保育士 要 月額 190,756円 週38時間45分（週５日）
２月10日㈮
17：00 保育課 ☎（082）

420-0934加配保育士（年休代替） 要 時給 1,074円 週20時間未満

看護師 要 月額 197,451円 週38時間45分（週５日）

福
祉

高齢者地域生活相談員 市役所 要 月額 156,048円 週28時間45分（週４～５日） ２月10日㈮ 地域包括ケア
推進課

☎（082）
420-0984

介護保険相談員 市役所 要 月額 157,404円 週29時間（週４日）
２月17日㈮
17：00 介護保険課 ☎（082）

420-0937介護保険認定調査員 市役所または黒瀬・福
富・安芸津支所 要 月額 157,404円 週29時間（週４日）

地域リハビリテーション
活動支援員 市役所 要 月額 156,048円 週28時間45分（週5日） 2月17日㈮ 医療保健課 ☎（082）

420-0936

国民健康保険事業等
保健師・管理栄養士 市役所 要 月額 156,048円 週28時間45分（週5日） 2月17日㈮ 医療保健課 ☎（082）

420-0936

土
木
・
建
設

排水設備工事検査業務員 市役所、市内検査現場 要 月額 141,528円 週28時間45分（週５日） ２月24日㈮
17：00 下水道施設課 ☎（082）

420-0403

道路復旧員 市役所または各支所 要 月額 141,528円 週28時間45分（週５日） ２月10日㈮
17：00 維持課 ☎（082）

420-0949

そ
の
他

市史編さん調査員 市役所 要 月額 146,495円 週28時間45分（週５日） ２月15日㈬
17：00 文化課 ☎（082）

420-0977

埋蔵文化財調査員 出土文化財管理センター 要 月額 146,495円 週28時間45分（週５日） ２月15日㈬
17：00

出土文化財
管理センター

☎（082）
420-7890
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T O P I C S

今
年
度
は
、
９
１
９
点

（
内
、
ジ
ュ
ニ
ア
部
門

が
７
２
６
点
）
の
応
募
が
あ
り

ま
し
た
。
多
く
の
ご
応
募
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〇
入
選
作
品
の
展
示

日
２
月
５
日
㈰
ま
で

９
時
～
17
時
（
入
館
は
16
時

30
分
ま
で
）
会
期
中
無
休

場
市
立
美
術
館

料
一
般
３
０
０
円
、大
学
生
２
０
０
円
、

　
高
校
生
以
下
は
無
料

【
一
般
部
門　
優
秀
賞（
敬
称
略
）】

絵
画
／
本
田　
豊
子

『
萌
芽
・
十
月
桜
』

工
芸
／
濵
本　
美
夢『
み
な
も
』

書
（
漢
字
）
／
里
岡　
輝
一
朗

『
劉
長
卿　
漢
詩
』

書
（
前
衛
な
ど
）
／
藤
猪　
友
里

『
月
光
』

彫
刻
／
村
上　
知
亜
砂

『H
ers�w

hite�territory

』

デ
ザ
イ
ン
／
喜
田　
陸

『IN
novation

』

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門（
敬
称
略
）】

【
市
長
賞
】

【
議
長
賞
】

書�

／
武
田　
彩
弥
花
（
西
条
小

１
年
）『
ふ
ゆ
』

【
教
育
長
賞
】

書�

／
兼
信　

愛
海
（
広
島
県
立

広
島
中
３
年
）『
雄
大
な
自
然
』

【
館
長
賞
】

写真／西谷　弘
『隣のおばあちゃんは102歳』書／加栗　航太

（小谷小学校６年）『創造』

絵画／田中　結子（木谷小３年）
『カラフルキャンプ場』

絵画／前田　悠希
（高屋中３年）
『友人』

彫刻／松本　歩（西条小２年）
『カブト虫の成長』

工芸／左田　和己
（高屋西小３年）

『ペンちゃんと南きょくの
らでん折り紙ばこ』

絵画／小島　菜南子（八本松小１年）
『どうぶつのゆめのくに』

書（仮名）／原田　華仙『百人一首』

第35回東広島市美術展
問文化課　☎（082）420-0977
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T O P I C S
退職後の健康保険加入手続き

問国保年金課　☎（082）420-0933

　
④�

通
帳
と
通
帳
印
（
国
保
税
の
納
付

は
原
則
口
座
振
替
で
す
）

　
⑤�

（
別
世
帯
の
人
が
手
続
き
す
る
場

合
）
委
任
状

※�

届
出
が
遅
れ
て
も
、
退
職
し
た
日
の

翌
日
（
健
康
保
険
の
失
効
日
）
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
が
か
か
り
ま
す
。

手
続
き
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

脱
退
手
続
き

　
表
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
で
も
、
就

職
な
ど
で
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

は
、
そ
れ
ま
で
加
入
し
て

い
た（
国
民
）健
康
保
険
の

脱
退
手
続
き
が
必
要
で
す
。

非
自
発
的
に
失
業
し
た
場
合
の

国
保
税
な
ど
の
軽
減

　
解
雇
や
倒
産
な
ど
の
非
自
発
的
理
由

で
失
業
し
、雇
用
保
険
の
基
本
手
当（
失

業
保
険
）
を
受
給
す
る
人
は
、
国
保
税

な
ど
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
保
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30

と
し
て
国
保
税
お
よ
び
高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
を
算
定
し
ま
す
。

※
対
象
な
ど
の
詳
細
は

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

持�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
受

給
資
格
通
知
（
離
職
票
で
は
受
付
で

き
ま
せ
ん
）

【
軽
減
の
期
間
】

国�

保
税
／
離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月

～
翌
年
度
の
３
月
末

高�
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
／
離

職
日
翌
日
の
翌
月
（
離
職
日
の
翌
日

が
１
日
の
場
合
は
そ
の
月
）
～
翌
々

年
度
の
７
月
末

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者
の
所
得
申
告

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
加
入
者
は
、
収
入
が
な
く

家
族
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
や
非
課

税
収
入
の
み
の
場
合
で
も
、
一
人
一
人

の
所
得
申
告
が
必
要
で
す
。

　
収
入
が
少
な
い
世
帯
で
も
、
所
得
の

申
告
を
し
て
い
な
い
人
が
い
る
と
、
保

険
税
や
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
が
上
が
っ
た
り
、
食
事
代
の
減
額
が

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

〇
所
得
の
申
告
が
不
要
な
人

・�

公
的
年
金
収
入
の
み
の
人
（
老
齢
福

祉
年
金
、
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な

ど
の
収
入
の
み
の
人
は
申
告
が
必
要

で
す
）

・�

給
与
収
入
の
み
で
、
勤
務
先
で
年
末

調
整
を
し
た
人

・
確
定
申
告
を
す
る
人

・
市
県
民
税
申
告
を
す
る
人

・�

18
歳
未
満
の
人
（
令
和
５
年
１
月
１

日
時
点
）

申
告
期
限
／
４
月
14
日
㈮

※�

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、

２
月
中
旬
に
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
。

申
告
書
が
届
か
な
い
人
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

会
社
な
ど
を
退
職
し
、
健
康
保
険

の
資
格
が
無
く
な
っ
た
人
と
そ

の
被
扶
養
者
は
、
次
表
の
①
か
ら
③
の

ど
れ
か
の
健
康
保
険
に
入
る
必
要
が
あ

り
ま
す
（
退
職
後
す
ぐ
に
再
就
職
し
、

退
職
日
の
翌
日
か
ら
健
康
保
険
に
加
入

す
る
場
合
は
除
く
）。

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続
き

持�

①�

健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
（
職

場
な
ど
か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
）

　
②
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類

　
③�

世
帯
主
の
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の

①�東広島市国民健
康保険（国保）
に加入

②�前勤務先の健康
保険に加入（任
意継続）
※加入期間は２年間

③�家族の健康保険
の被扶養者にな
る

主な
加入要件

・�他の保険に入っ
ていない
・�東広島市に居住
している

退職日までに２カ
月以上（共済組合
は１年）被保険者
であった
※�退職日の翌日（共
済組合は退職日）
から20日以内に
手続きが必要

被扶養者認定基準
を満たせば加入で
きる（健康保険に
よって異なる）

保険料
（税）

加入者全員の所得
と加入者数をもと
に算定。

給料から引かれて
いた保険料の約２
倍。
※�被扶養者の保険
料は発生しない。

被扶養者になって
も、加入者（被保
険者）の保険料は
増加しない。

手続き・
問い合わせ先

国保年金課または
各支所・出張所

以前の保険証の発
行元（全国健康保
険協会、健康保険
組合など）

家族の勤務先

※�東広島市国民健康保険税（国保税）額の計算方法や国保に関する手
続きについては、市ホームページをご覧になるか、国保年金課へお
問い合わせください。
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